
野田市公告第９１号 

 

 

野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２１年野田

市条例第７号）第５条の規定により野田市関宿総合公園等に係る指定管理者の

指定をしたので、同条例第９条の規定により次のとおり公告する。 

 

 

 令和８年４月６日 

  

 

                       野田市長 鈴 木  有 

 

 

 

 

 

 公の施設の名称 野田市関宿総合公園及び野田市営関宿スポーツパーク 

指

定

管

理

者 

 所 在 地  埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目２４４番地１ 

 名   称 

 毎日・首都圏・シンコースポーツ共同事業体  

共同事業体の代表者  

毎日興業株式会社  

代表取締役 田部井 良 

 指 定 の 期 間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 


